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徳島大学教職員労働組合からのお知らせ Vol.107（2022.4/25） 

徳島大学教職員労働組合 

 

 

みなさんこんにちは。徳島大学教職員

労働組合です。新年度を迎えて早 1か月

近くたちました。みなさま少し落ち着い

てこられたところでしょうか。また、新

たに徳島大学に着任、就職されたみなさ

まも、少し慣れてこられたところでしょ

うか。この機会に、4月からの徳島大学

の就業規則改正や、組合の最近の取り組

みなどについてご紹介します。 

 

【4月 1日よりの就業規則の改正】 

前回のメルマガ Vol.106でお知らせし

ましたとおり、4月 1日より各種手当の

改善などの就業規則改正が行われまし

た。 

1) 看護職手当（月額 3,500円）の新

設。 

2) 再雇用職員に特殊勤務手当、超勤手

当、休日手当を支給可能とする。 

3) 年俸制職員に管理職手当を新設。 

4) 有給の不妊治療休暇を新設（正職

員、有期とも）。 

5) 結婚休暇の取得期限を結婚後 1年間

に延長（正職員、有期とも）。 

6) 有期雇用職員の産前産後休暇の有給

化。 

7) 有期雇用職員の結婚休暇の有給化。 

8) 育児休業・介護休業の取得条件の変

更。 

 

「1）看護職手当」については、他大

学病院では 4,000円としたところもあり

ます。組合としては引き続き看護師の待

遇改善に努めたいと考えています。 

その他については、教職員の待遇改善

につながるもので、組合としても歓迎し

ています。「4）結婚休暇の取得期限の

延長」は組合からの要望を反映するもの

で、他大学にはあまり見られない、徳島

大学独自の改善となっております。 

また、大学側と過半数代表者（組合書

記長が兼任）との意見が食い違っていた

「8）育児休業・介護休業等の取得条件

の変更」については、過半数代表者側の

意向どおり、すべての取得制限が撤廃さ

れることとなりました。（大学側の当初

の案では、育児休業については「契約期

間の残りが 1年以内の雇用期限付き職員

については取得不可」、介護休業につい

ては「契約期間の残りが 93日以内の雇

用期限付き職員については取得不可」と

するものでした。） 

今回の改正に対する過半数代表者の意

見書は、こちらをご覧ください。 

 

【これまでの組合活動の成果】 

上記のように、徳島大学では組合活動

によって教職員のみなさまの待遇が大い

に改善してきております。 

たとえば、2013年には有期雇用職員

の雇用期限が撤廃されました（それ以前
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は 3年の雇用期限で雇止め）。ちなみ

に、現在でも多くの大学では有期雇用職

員は 5年で雇止めとなっております。 

その他、産前休暇の延長（6週間→8

週間）、「国家公務員準拠」という名目

でのボーナス引き下げの先送りなどとい

った大学全体の改善のほか、サービス残

業やパワハラなど個別の案件についても

解決に導いています。 

組合に加入することは、「保険」のよ

うなものです。みなさんは「交通事故な

どめったに起こさない」と思いながら

も、任意保険をかけずに車を運転するこ

とは避けると思います。組合に加入せず

に働くことは、任意保険をかけずに車を

運転するようなものです。未加入の方は

ぜひ組合加入をご検討ください。 

 

【「大学改革」政策に対応する取り組

み】 

組合では、徳島大学における諸問題の

改善だけではなく、国の「大学改革」政

策全般に対応する取り組みも進めていま

す。徳島大学の諸問題の多くは要するに

予算不足に原因があり、それは国の大学

政策によるものですから、改善のために

は国への働きかけが必要です。 

昨今、日本の大学の研究力の低下が大

きな問題となっております。その主要な

原因は「大学予算削減・選択と集中・過

度の競争主義」にもとづく大学改革政策

であることは、現場のみなさまの視点か

らすれば当たり前のように思われること

でしょうが、改革を主導している内閣

府・総合科学技術イノベーション会議

（CSTI）などはこれまでの政策上の失

敗を認めず、さらなる「選択と集中」政

策を進めようとしています。 

現在国会では、「国際卓越研究大学」

制度の枠組みを定める法案が審議されて

います。これは毎年 3,000億円規模の研

究予算を配分するかわりに、大学の運営

制度のトップダウン化を進め、大学を政

府の統制に服させる仕組みを強化しよう

とするものです。現時点では、その対象

となるのは東大、京大、慶応大など 5校

程度だと想定されています。 

組合としても、日本の大学の研究力低

下への対応は重要だと考えていますが、

それは 5つ程度の大学に巨額の研究予算

を集中投下することによってではなく、

教職員の人件費をはじめとする各大学の

基本的な運営予算の拡充によってなされ

るべきと考えています。 

そうした考えから組合では、全国大学

高専教職員組合（全大教）を通じて、文

科省・財務省などの官僚や、各政党・衆

議院文部科学委員会・参議院文教科学委

員会の与野党議員との懇談を進め、地方

大学を含む多くの大学への幅広い財政支

援・現場の創意工夫を伸ばす自治的な大

学運営制度を実現するように努力してお

ります。最近は、与党議員も私たちの声

に耳を傾け、時に賛同するようになって

きています。 

現在、組合では 5月下旬に予定してい

る文科省懇談に向けて、現場からの「文

科省に言いたいこと」を募集していま

す。組合にご加入いただければ、国の大

学政策の中枢に対して直接意見を伝える

チャンネルを得ることができます。ま

た、組合と政府や政治家との懇談の議事
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要旨を閲覧することもできます。現在の

大学の在り方に危機感をお持ちのみなさ

まは、ぜひ組合にご加入いただき、その

声をお聞かせください。 

組合へのお問い合わせはお気軽にどう

ぞ。このメールに返信していただければ

けっこうです。また、「組合のしおり」

や加入申込書などがウェブページに掲示

されていますので、ご活用ください。 

・ 組合のしおり（PDFファイルで

す） 

・ 加入申込書（ワードファイルが開

きます） 

 

 

徳島大学教職員労働組合 
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